
平成２３年度徳島県政府調達苦情検討委員会議事録

日 時 平成２３年１２月１５日（木） 午前１０時３０分から

場 所 徳島県庁 １０１会議室

出 席 者 委 員：古田 修一 生長 拓也 桑原 恵 後藤 次郎 永本 能子

事務局：吉田副部長 黒田課長 島田主幹 大久保課長補佐 梅山主任主事

発 言 者 議 事 事 項

事 務 局 平成２３年度徳島県政府調達苦情検討委員会を開催させていただきます。

『副部長あいさつ』

委 員 長 『委員長あいさつ』

それでは，議事を進行してまいります。

議題（１）の「政府調達協定及び政府調達苦情検討委員会概要」につきま

して，事務局から説明してください。

事 務 局 『資料１「政府調達協定及び政府調達苦情検討委員会概要」の説明』

委 員 長 議題（２）の平成２２年度政府調達実績について事務局から説明してくだ

さい。

事 務 局 『資料２「平成２２年度政府調達協定に基づく契約実績」の説明』

委 員 長 ただいまの説明につきまして，御意見，御質問はございませんか。

委 員 農林水産総合技術支援センターの委託契約の支払いはどのようにするの

か。

事 務 局 PFIの手法により契約した案件である。支払い方法等，契約の詳細につい

ては事業担当課が所轄している。

委 員 あわのかわらばんの委託契約は年間５０回であり，１回８０万円程度とな

るが，適正な価格か。

事 務 局 年間契約であるので，単純に１回いくらとは割り切れない。価格の交渉は

毎年度行っている。

委 員 １，３，６番の借上げの案件であるが，すべて５年となっているのはなぜ

か。

事 務 局 機器の耐用年数を考慮して設定している。

委 員 長 議題（３）の平成２３年度の計画について事務局から説明してください。

事 務 局 『資料３「平成２３年度政府調達協定契約計画」の説明』



発 言 者 議 事 事 項

委 員 長 ただいまの説明につきまして，御意見，御質問はございませんか。

委 員 既に執行済みの案件で，予算額に近い額での契約額となっているのはなぜ

か。

事 務 局 毎年度更新して随意契約する案件については，昨年度の実績などが反映さ

れるため。

委 員 パソコンの案件については契約額に対して予算額が大きすぎると思われる

が。

事 務 局 パソコンは入札での価格の変動が大きいため，比較的値引率の低い実績も

考慮して予算を積算している。

委 員 長 議題（４）その他について事務局から説明してください。

事 務 局 『参考資料「TPP協定交渉の分野別状況」の説明』

委 員 長 ただいまの説明につきまして，御意見，御質問はございませんか。

委 員 関西広域連合などで他県と協力してシステム開発経費を分担する可能性

は。

事 務 局 他県と協力できれば良いかもしれない。

委 員 基準額の円換算が支出官レート（１米ドル８９円）となっているが，民間

レート（１米ドル８０円）で換算するともっと低くなる。

委 員 長 本日配布した追加資料について説明してください。

事 務 局 『追加資料の説明』

委 員 長 ただいまの説明につきまして，御意見，御質問はございませんか。

委 員 暴力団排除措置要綱の措置要件に該当するかどうかは誰が判断するのか。

事 務 局 まず，警察からの通知を受け，管財課において事実確認の上，決定する。

委 員 苦情検討委員会で検討する範囲には含まれるのか。

事 務 局 措置についての検討は含まれないが，排除措置を受けていたために入札に

参加できなかったなどの苦情申し立てがあれば検討することとなる。

委 員 長 ほかにございませんか。ほかになければ，以上で平成２３年度徳島県政府

調達苦情検討委員会を閉会します。




